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先日「PAC ガーディアンズがあるのに、なぜうえるかむ

が必要なのか」というご質問があり、まだまだ力不足、PR

不足であることにあらためて反省しております。確かに、大

きな成果はありませんが、お二人の方の後見支援活動の

ほかに、ご相談者の様々なお話をじっくりお聴きして、ご安

心頂く事例も少なくありません。秘密厳守のため、公表は

できませんが、相談継続の方もいらっしゃいます。障害の

あるなしに関わらず、人はひとりで悩みを抱えがちですが、

ご一緒に話し合う中で様々な支援者や他機関との繋がり

を広げて、新たな解決方法を見つけていただくことも「うえ

るかむ」の役割だと思っています。お子様から大人の方ま

で、進路、生活、楽しいことも語り合える「うえるかむ」、そ

して成年後見制度など、疑問や困りごとなどもお聴きでき

る私たちでありたいと考えています。 

29 年度決算報告等を添えて、下記のような提案を申

し上げます。お答えとして受け止めていただければ幸いで

す。 

記 

1.団体賛助会費について 

長い間、さざんか会傘下の施設、事業所の家族会・保護

者会様には、団体賛助会費を会員数の 80％の金額を頂い

て参りました。誠にありがとうございます。今年度（2018 年）

は 60％に、次年度はさらに見直し、減額できるよう努力いた

します。また、次年度は任意加入の正会員様と個人賛助会

員様をあらためて募集させていただきます。今しばらくご支援

頂けますようにお願い申し上げます。 
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2.相談について 

年齢を問わず障害をお持ちの方やそのご家族が抱えている

心配・不安・課題など、少しでも軽減し解決できるように、当事

者に寄り添いながらサポートします。そのためにも、多くの皆様

に周知していただけるように努め、些細なこと、小さなことでも

相談していただけるように配慮し、環境とスタッフを整えてまい

ります。 

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。理事、ス

タッフ一同、どのようなご心配ごとにもしっかり耳を傾けます。下

記の理事、ほかスタッフの表をご覧ください 

✽専門家へのご相談は有料の場合もあります。 

✽絶対秘密厳守です。安心してご相談ください。 

3． 成年後見制度利用について 

成年後見制度利用は、お一人お一人大きな違いがありま

す。必要に迫られて慌てて準備をするのは望ましくありません。

ある程度計画的に準備していただくためにも、制度の理解を深

めていただけるような啓発活動（相談、勉強会、通信発行等そ

の他）を引き続き行います。 

後見制度を利用してすべてが収まるのではなく、ご本人の

意思、生活環境、人生を尊重し、そのバックボーンを踏まえ

て、ご家族と一緒に、または成り代わり支えていきます。 

4．「うえるかむ通信」は今後も変わらず配布させていただきま

す。どうぞご愛読ください。 

5．勉強会などについて 

うえるかむ主催の勉強会参加は無料です。お役に立てる内 

容の勉強会を企画いたします。 

以上、ご理解の上、引き続きご支援賜りますようお願い申し 

上げます。 

≪ 「なぜ 、うえ る か むは 必要 か ？」への お答 え≫ 

うえるかむ理事、監事、顧問など（全員一丸となって問題解決にあたります） 

理事 赤津保子（船橋市知的障害者相談員）、安藤隆司（船橋市手をつなぐ育成会副会長）、尾村明子（一般）  

小藤武樹（社会福祉士）、野口友子（社会福祉士・船橋市成年後見支援センター長）、足立佐知子（社会福祉

士）、山田博子（社会福祉士）、後藤忠男（船橋市知的障害者相談員）、高橋正子（船橋市知的障害者相談員）、 

茂木幹夫（船橋市手をつなぐ育成会副会長）、大山正美(元支援学校教員)、寺本久美子(元支援学校教員)  

 川畑順子（一般）   監事岩井 孝（育成会会員）、佐藤裕美（税理士・PAC ガーディアンズ理事） 

顧問岩田康孝（弁護士） 
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